
令和５年６月 

入札参加者各位 

太子町 

 

太子町設計及び積算の誤りに関する事務取扱について 

 

太子町が実施する建設工事等に係る入札の透明性及び公平性を確保するため、入札執

行に際し設計及び積算の誤りが判明した場合の取扱いについて、下記の通り定めます。 

 

記 

 

  設計及び積算の誤りの判明時期と事務取扱フロー 

開札前に判明 入札継続 

入札中止 

（継続要件） 

設計違算の内容が軽微であり、訂正内容を質問

回答日までに入札参加者に周知できる場合 

開札後～ 

契約締結前に判明 

 

契約継続 

落札取消 

（継続要件） 

設計図書等で確認できるもの 

契約締結後 

契約継続 

※ 土木一式工事、舗装工事を対象とする。 


